
　　　　　　　　　　　　　　・市税等を滞納していない方

　　　　　　　　　　　　　　・取扱金融機関の融資を利用できる方

　　　　　　　　　　　　　　・取扱金融機関が指定する保証機関を利用できる方

　　　　　　　　　　　　　　・この融資を実行するために必要な個人情報を、金融機関と市が共有することに同意できる方

　　　　　　　　　　　　　　・過去にこの利子補給融資を受けたことがある場合は、融資の返済が終わっている方

　　　　　　　　　　　　　　市民であって、自ら所有し、かつ、居住する住宅の融資対象工事をする、次に該当する方

　　　　　　　　　　　　　　・金融機関から融資を受けて工事を実施する方

　　　この事業は、住宅の耐震化、省エネルギー化、高齢者等のためのバリアフリー化及び広く市民の

　　　方々が、快適な生活をするための住宅のリフォームに必要な資金の融資を金融機関から受けた市

　　　民に対し、その利子の一部を苫小牧市が利子補給金として補助することにより、住環境の向上と活

　　　力あるまちづくりを支援するものです。

　　　　　　　　　　　　　　・建築基準法その他関係法令に、明らかな法令違反がない住宅

　　　　　　　　　　　　　　・融資対象工事が未着工の住宅

　　　　　　　　　　　　　　・中古住宅を取得してリフォームする方も対象になる場合があります。

　　　　　　　　　　　　　　・市内に建てられている住宅（マンション及び併用住宅の住戸部分を含む。)

　　　　　　　　　　　　　　・マンションについては、住戸部分の内部改修が対象

　　　　　　　　　　　　　　・併用住宅については、住戸部分の内部改修及び一部の外部改修が対象

　　　　　　　　　　　　　　※アパートや店舗のみでは対象となりません。

　　　　　　　　　　　　　　※新築工事は、対象となりません。

　　　　　　　　　　　　　　に対して、補助金交付事業も行っております。

　　　　　　　　　　　　　　　当事業との併用も可能ですので、耐震改修工事を検討している方は、下記の問合せ先までご相

　　　　　　　　　　　　　　談ください。

　　　　　　　　　　※申込時点で工事に着手している住宅は対象となりません。

　　　　　　　　　　　　　　　苫小牧市では、個人の木造住宅の耐震診断、耐震設計及び耐震改修工事に要する費用の一部

　　　　　　　　　　令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで
　　　　　　　　　　※予算額に達した場合は受付を終了いたします。

　　　　　　　　　都市建設部 住宅政策室 住まい支援課(苫小牧市役所４階)　TEL：０１４４－３２－６３１４（直通）

お 問 合 せ 先

令和８年度

苫小牧市住宅耐震・リフォーム

支援事業のご案内

事 業 の 概 要

融 資 を 受 け ら れ る 住 宅

申 込 受 付 期 間

©2011苫小牧市

融 資 対 象 者 （下記の要件のすべてに該当する方）

耐震改修工事を検討している方へのお知らせ



　　　　　　　□　この事業の申込みは、金融機関からの融資を確約するものではありません。

　　　　　　　□　過去にこの融資を受けて、返済がまだ終わっていない方は対象となりません。

　　　　　　　□　令和９年３月３１日までに工事着手してください。

　　　　　　　□　申込時点で工事に着手している住宅は対象となりません。
　　　　　　　　　（工事計画審査の合格通知書が届いてから工事を開始してください。）

　　　　　　　□　工事内容によっては建築確認申請の手続きが必要な場合がありますので、ご確認ください。

　　　　　　　□　改修後の住宅が建築基準法その他関係法令に抵触しないよう注意してください。
　  　　　　　　　 （例：雪止めが必要な屋根の改修後に雪止めを設置しない、物置に束石等を設置せずブロック置きにする等）

　　　　　　　□　写真による完了検査を希望する場合は、着工前及び完了後の写真（カラーで印刷したもの）を忘れずに、ご用意ください。

　　　　　　　□　申込日から1ヵ月以内に工事計画審査の申請が無い場合は辞退とみなします。
　　　　　　　　　（工事計画審査が1ヵ月より遅れる場合、または辞退する場合は連絡してください。）

　　　　　　　□　書類取得にかかった費用の返金や提出した書類の返却はできませんので、ご了承ください。

　　　　　　　□　工事計画審査後に工事計画に変更がある場合は住まい支援課へ連絡してください。

税の種類 問合せ先 連絡先

所得税、贈与税 苫小牧税務署 ０１４４－３２－３１６５

固定資産税 苫小牧市財政部税務室資産税課 ０１４４－３２－６２６８

不動産取得税 胆振総合振興局　苫小牧道税事務所 ０１４４－３２－５１９０

申 込 か ら 融 資 ま で の 流 れ

苫小牧市 申請者 金融機関

申込書の提出申込書の受付

金融機関へ融資の申込

融資の決定
工事計画審査の申請工事計画審査の受付

通知書が届いてから工事着手

工事完了

工事完了の届出工事完了の届け出の受付

工事完了検査の

合格通知書送付

（申請者、金融機関）
融資実行

融資

注 意 事 項

リフォームをすると各種減税制度が受けられることがあります。詳しくは下記の連絡先まで

工事計画審査の

合格通知を受取

工事完了検査の

合格通知を受取
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審査

工事中
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検査

工事計画審査の

合格通知書送付

（申請者、金融機関）

着工前の状況がわかる

写真の撮影を忘れずに!!

写真による完了検査の場合



 を入れて提出書類の確認に利用してください。 　※の項目は必要な場合のみ添付してください。

 を入れて提出書類の確認に利用してください。 　※の項目は必要な場合のみ添付してください。

 を入れて提出書類の確認に利用してください。 　※の項目は必要な場合のみ添付してください。

提出する書類 備考

□　苫小牧市住宅耐震・リフォーム支援事業申込書 記入方法が不明な箇所は提出時にご相談ください

『申込』 提出書類

□　令和７年度の市・道民税の納税証明書又は領収書
□　令和７年度の固定資産税の納税証明書又は領収書

令和７年度の市・道民税と固定資産税を支払ってい
ること

『工事計画審査申請』 提出書類

□　申請者の住民票の写し又は免許証(表裏)のコピー 申請者の住所が工事対象住宅になっていること

□　工事見積書
見積書に内訳が無い場合は計画審査申請時に提出
してください

※□　耐震診断書 耐震改修工事を行う場合に必要です

※□　固定資産の所有者閲覧又は
　　　　登記簿謄本の写し

分譲マンションを区分所有している場合に必要です

□　配置図、平面図、立面図等
工事内容が分かる図面
※図面の提出が困難な場合は工事箇所が確認でき
る写真と全景が確認できる写真を提出してください

※□　工事見積書
申込時から金額や内容に変更があった場合や申込
時に内訳を提出できなかった場合に必要です

提出する書類 備考

□　工事計画審査申請書 記入方法が不明な箇所は提出時にご相談ください

※□　施工業者の登記簿謄本の写し
※□　個人事業者の場合は住民票の写し等

当事業を利用したことの無い工事業者の場合に必要
です

※□　改修前及び改修後の耐震診断書 耐震改修工事を行う場合に必要です

・工事完了時に、写真による完了検査を希望する場合は、着工前の写真を忘れないよう撮影しておいてください。

『工事完了届出』 提出書類

提出する書類 備考

リフォーム工事後に対象住宅に転居する場合に必要
です

□　工事完了届出書 記入方法が不明な箇所は提出時にご相談ください

※□　写真（カラーで印刷したもの）
　　　　　・・・写真による完了検査を希望する場合
　　　　（融資対象工事箇所の着工前及び完了後の状況
　　　　  がわかるもの）

融資対象工事箇所の全景がわかるもので、着工前と
完了後の写真はできるだけ同じアングルで撮影した
ものとしてください
写真で確認できないものがある場合は、再提出や現
地検査となることもありますので、ご注意ください

※□　住民票の写し

融 資 申 込 の 際 に 必 要 な 書 類



５００万円

※耐震改修工事又は省エネ改修工事を含む場合の融資の限度額は、６５０万円

  （耐震改修工事又は省エネ改修工事に係る費用が１５０万円に満たない場合は、

　 ５００万円に当該工事に係る費用を加算した額が限度額となります。）

※融資対象額は、工事見積額（消費税を含む）を限度とし、万円単位（金融機関に

 　よっては１０万円単位の場合があります。）の額とします。

金融機関との契約利率による（市はその内１.５％を上限に補助します。）

１０年以内

毎月償還とし、元利均等又は元金均等のうち金融機関が定める償還方法とする。

取扱機関の定める保証機関を利用

抵当権の設定にかかる費用、保証機関利用による保証料及びその他諸費用が

発生した場合は、自己負担となります。

他に取扱金融機関の内部規定が適用される場合があります。

　　　　　　　　　４　屋根、外壁、室内等の修繕及び模様替え工事

　　　　　　　　　５　高齢者等が快適な生活をするための設備を設ける工事

　　　　　　　　　６　給排水、衛生、暖房、厨房設備の修繕及び改修工事

　　　　　　　　　１　増築工事及び改築工事

　　　　　　　　　２　耐震改修工事（一定の条件を満たすもの）

　　　　　　　　　３　省エネ改修工事（省エネルギー性能の向上に資するもの）

　　　　　　　　　　・融資対象住宅を新築した時の請負業者

　　　　　　　　　　・市内に本店、支店又は営業所等を有する事業者若しくは個人事業者

　　　　　　　　　８　敷地内のロードヒーティング工事、外構工事（植栽等を除く）、門塀工事

　　　　　　　　　９　その他（太陽光発電システム、蓄電池、エアコン、宅配ボックス等）

　　　　　　　　　※上記の工事のうちで可動式等、簡単に取り外しできる設備等は融資対象になりません。

　　　　　　　　　　融資対象工事の施工業者は、次のいずれかに該当しなければなりません。

　　　　　　　　　７　電化設備設置工事（電気暖房、電気温水器、ＩＨヒーターの設置工事等）

　　　　　　　　※　本店、各支店、各出張所が対象です。

     　　　　　 ・北海道労働金庫　　　　　 ・室蘭信用金庫

  　　　　  　  ・苫小牧信用金庫　　　　　 ・とまこまい広域農業協同組合　　　・北央信用組合　　

     　　　　　 ・株式会社北洋銀行　　　　・株式会社北陸銀行　　　　　　　　 　・株式会社北海道銀行

融資限度額

利　　　 　率

償 還 期 間

償 還 方 法

保 証 措 置

そ 　の　 他

融 資 対 象 工 事

融 資 対 象 工 事 の 施 工 業 者

取 扱 い 金 融 機 関

融 資 の 条 件


